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１【提出理由】

　当社及び当社連結グループの財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】

①　当該事象の発生年月日

平成22年12月14日

 

②　当該事象の内容

　当社は、平成22年12月14日開催の取締役会において決議の上、下記のとおり交換等による固定資産の譲渡及び取得を行いま

したのでお知らせいたします。

 

譲渡及び取得の理由

　当社は、平成22年３月に三光起業株式会社（以下　三光起業）との土地交換取引により土地所有部分を譲渡した下記建物

（東京都中央区銀座）の借地権部分について引き続き所有しておりました。この度、当該借地権につき、三光起業と再度交換

取引を行い、代わりに下記の土地を取得します。また、それぞれの建物についてもこれに併せて、平成22年11月末現在の簿価

にて売買します。これにより、三光起業との当該不動産の共有関係を整理するとともに、不動産賃借費用の削減を図ります。

 

譲渡及び取得する資産の内容

［譲渡資産の内容］

資産の内容及び所在地
帳簿価額
（単体）

帳簿価額
（連結）

譲渡価額 現況

借地権　　　　　382.19㎡

19.4億円 19.4億円 42.2億円
賃貸物件
（宅地）

建物　　　　　2,667.22㎡

東京都中央区銀座四丁目４番18外

 

［取得資産の内容］

資産の内容及び所在地 取得価額 現況

土地　　　　　　180.89㎡

30.2億円 当社子会社が賃借建物　　　　　1,129.49㎡

東京都中央区銀座四丁目４番14外

 

譲渡及び取得の相手先

三光起業株式会社

 

譲渡及び取得の日程

平成22年12月14日：土地交換契約及び建物売買契約の締結並びに物件引き渡し

 

③　当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　当社の平成23年３月期財務諸表及び連結財務諸表において、それぞれ譲渡益約21.9億円（譲渡に係る費用等の見込額控除

後の概算額）を特別利益に計上いたします。
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